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人の心の痛みを感じられる人に 

 
           三郷市立前間小学校 校長 加藤 真理子 

 

朝晩のひんやりとした空気とともに、秋の深まりを感じる季節となり

ました。 

 今年も学校応援団の高鹿さんの畑で全校児童がサツマイモと枝豆

の収穫体験をさせていただきました。１年生にとっては初めての体

験。２年生以上は慣れた手つきで収穫を楽しんでいました。「サツマイ

モはシチューに入れるとおいしいよ。」「枝豆ご飯にしてもらうんだ。」こ

んな会話があちらこちらで聞こえました。それぞれのご家庭でも秋の

味覚をお楽しみいただけたのではないでしょうか。毎年、全校児童が

このような豊かな体験をさせていただけることは、大変幸せなことで

す。改めて、学校の教育活動が地域の皆様に支えられていることを

実感した２日間でした。学校応援団の皆様と PTA の方々に多大なる

ご協力をいただきましたことに感謝申し上げます。 

 

さて、１１月のお話朝会で子供達に話したことをここでも書かせてい

ただきます。イソップ童話『こどもとカエル』のお話を紹介しました。こ

んなお話です。 

「子供達が池のそばで遊んでいました。その中の何人かがおもしろ半

分に池の中へ石を投げはじめました。池の中にはたくさんのカエルが

住んでいて、石が当たってひどい怪我をしてしまいました。我慢できな

くなったカエルが子供たちに言いました。『石を池に投げるのはやめて

ください！』子供達は答えます。『ぼくたちは、何も悪いことはしていな

いよ。ただ、石を投げて遊んでいるだけだよ。』カエルはこう言います。

『遊び半分で投げる石で、私たちはひどい怪我をしてしまう。命を落と

してしまうかもしれない。遊び半分ですることで、他人に迷惑をかけた

り、いやな思いにさせたりするなんて…。』子供たちは、返す言葉もな

く帰っていきました。」 

自分にはそんなつもりはなくても、相手をいやな気持ちにさせたり、

傷つけてしまったりすることはないでしょうか。または、遊びのつもりで

…と言って、自分がやっていることがよいことか悪いことかをよく考え

ないなどということはないでしょうか。人にはそれぞれ気持ちがあって

いろいろな感じ方をします。だからこそ、一人一人を大切に相手の立

場になって考えて行動することが大切です。 

 

１１月は、「いじめ撲滅月間」です。より一層一人一人が自分のこと

として互いの気持ちを大切にしていく取組を通し、人の心の痛みを感

じられる児童の育成を目指します。 

 

 

 

 

学校教育目標 
○思いやりをもつ子 
○自ら学ぶ子 
○元気よくがんばる子 

 児童数２０１名（令和５年１１月１日現在） 
１年生２９名 ２年生３３名 ３年生２３名 
４年生５０名 ５年生３９名 ６年生２７名 
 
住所：三郷市前間１９７－１ 

TEL：048-958-1211 
FAX：048-958-1212 

 

 

１１月の生活目標 
 

人の話をしっかり聞こう 
 

◎話している人の方を向いて、 

目・耳・心で聞きます。 

 

日 曜日 朝の活動 行事

1 水 特別日課
特別日課4時間　前間小読書月間開始

彩の国教育の日

2 木 特別日課
特別日課4時間　6年生お楽しみ給食

就学時健康診断

3 金 文化の日

4 土

5 日

6 月 読書 赤い羽根募金

7 火 漢字計算
赤い羽根募金　PTA資源回収作業

集まれ前間っ子後谷っ子3～6年生

8 水 タブレット 赤い羽根募金　5時間授業

9 木 漢字計算 ロング昼休み　委員会活動5・6年生

10 金 特別日課 開校40周年記念式典

11 土

12 日

13 月 読書

14 火 県民の日

15 水 タブレット 特別支援学級交流会　書き初め練習全学年

16 木 漢字計算 ロング昼休み（なかよし）　クラブ活動4～6年生

17 金 さわやか

18 土 早稲田中学校区地域青少年育成会クリーン作戦

19 日

20 月 持久走前健診（対象者） 食育指導4年1組

21 火 音楽朝会 1年生活科見学（予定） 食育指導4年2組

22 水 タブレット 市内音楽会4年生

23 木 勤労感謝の日　三郷家庭読書の日

24 金 特別日課 特別日課５時間　個人面談①

25 土 みさと子どもフォーラム

26 日

27 月 特別日課 特別日課５時間　個人面談②

28 火 特別日課
集まれ前間っ子後谷っ子2・5年生

特別日課５時間　個人面談③

29 水 特別日課 特別日課５時間　個人面談④

30 木 特別日課
2年生活科見学

特別日課５時間　個人面談⑤

※11月分の「なかよしアンケート」は12月4日（月）に実施

 

 

いじめられた子供には心身に深刻な被害が生じることがあります。いじ
めは重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。埼玉県で
は、１１月を「いじめ撲滅強調月間」と定め、いじめ問題の 
根絶に取り組んでいます。いじめを受けていたり、いじめに 
気が付いたりしたら一人で悩まず相談・通報してください。 

 
相談窓口等 
○よい子の電話教育相談（埼玉県立総合教育センター） 
【相談内容 いじめ、不登校、学校生活】 
  １８歳以下の子供用（無料）＃７３００ 又は ０１２０－８６－３１９２ 
 保護者用：０４８－５５６－０８７４（毎日２４時間） Ｅメール soudan@spec.ed.jp 
○いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会） 
【通報内容 いじめに関すること】           
  https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html 
※この窓口は「いじめ」についての情報提供を受けることが目的であり、 
相談に対する返信は行いません。通報された情報は学校に提供します。 
学校はあなたが送信したことがわからないように調査・対応します。 

○埼玉県警察少年サポートセンター  ※面接相談は要予約 
【相談内容 非行やいじめ、犯罪被害等の少年問題に関する心理面の相談】 
 （月～金／祝日・年末年始を除く ８時３０分～１７時１５分） 
  ０４８－８６１－１１５２「少年用」  ０４８－８６５－４１５２「保護者等用」 
○子どもスマイルネット 
【相談内容 いじめなど子供に関するあらゆる相談（本人・保護者等からの相談）】 
 （毎日／祝日・年末年始を除く １０時３０分～１８時００分） 
  ０４８－８２２－７００７ 
○社会福祉法人 埼玉いのちの電話 
【相談内容 どんなことでも】 
  ０４８－６４５－４３４３（３６５日２４時間） 
  ０１２０－７８３－５５６ フリーダイヤル 
（毎月１０日８時～翌日８時）と（土・日・祝日・年末年始を除く毎日１６時～２１時） 

  ０５７０－７８３－５５６ ナビダイヤル（毎日１０時～２２時） 
  インタ―ネット相談 埼玉いのちの電話ホームページからアクセス 
○特定非営利活動法人 さいたまチャイルドライン 
【相談内容 どんなことでも】 

１８歳以下の子供専用（無料） 電話 ０１２０－９９－７７７７（毎日１６時～２１時） 
  オンラインチャット https://childline.or.jp/ （水～土 １６時～２１時） 
○埼玉県こころの電話（埼玉県立精神保健福祉センター） 
【相談内容 心の健康の相談】 
 （平日／土・日・祝日・年末年始を除く９時～１７時）  
○埼玉県 SNS 相談 こころのサポート＠埼玉 
【相談内容 こころに関する相談内容を何でも 】 
 （日曜日２１時～翌６時・月曜日２１時～翌１時 受付は終了３０分前まで） 
  https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/suicide/sns.html 
○こどもの人権１１０番 （さいたま地方法務局） 
【相談内容 こどもの人権】 
 （平日／祝日・年末年始を除く ８時３０分～１７時１５分） 
 （無料）０１２０－００７－１１０ 

◇こどもの人権ＳＯＳ－ｅメール  https://www.jinken.go.jp/kodomo 

 

１１月は「いじめ撲滅強調月間」です 

教育委員会からのお知らせ  
 
令和６年４月の前間小学校及び後谷小学校の統合については、現在、様々な

準備を進めておりますが、この度、通学路の安全対策の一環として、前間小学

校の正門前に押しボタン式信号機が設置されることになりました。今後、周辺の

道路改良工事を含めた工事が実施され      【学校統合だよりはこちらから】 

ますので、ご理解、ご協力のほどよろしく 

お願いいたします。詳しくは、別途、学校 

統合だよりをご覧ください。 
     担当：教育総務課 教育環境整備室    TEL 048-930-7830（直通） 

                     



                                                         

学習の秋・運動の秋・読書の秋。生き生きと教育活動に

取り組んだ、１０月の前間っ子の様子をお知らせします。

  

 

 

 

 

 

 

  

先月に引き続き、6 名の演奏家の皆様が来校され、コンサート

が行われました。今回は 1・2・4年生に加え、前回、オンラ

インでの視聴となった、6 年生も参加しました。「やっぱり生の

音は違う」等々、美しい音色に子ども達は感動していました。 

陸上記録会が丹後小学校にて開催されました。種目の選手も縄

跳びの選手も、練習の成果を発揮し、一生懸命頑張る姿が見ら

れました。1 カ月以上、練習を頑張ってきたことを自信に変

え、これからも夢に向かって頑張ってほしいと思います。 

今年も学校応援団の高鹿さんの畑でサツマイモ掘りをさせてい

ただきました。一株ずつ丁寧に掘り、立派に育った沢山のサツ

マイモを収穫することができました。高鹿さん、学校応援団の

皆様ありがとうございました。 

   

 

 

 

 

 

 

  

３年生が市内にある消防署や市役所、警察署に見学に行きまし
た。市役所では、なんと市長室にも入ることができました。移
動のバスの車内ではレクを楽しんだり、お昼には芝生の上でお
弁当を食べたりと、笑顔あふれる充実した一日となりました。 

秋晴れの下、学校応援団の高鹿さんの畑で、今度は枝豆を収穫
させていただきました。高鹿さんや学校応援団の皆様が、朝早
くから準備をしてくださいました。お陰様で袋いっぱい、笑顔
いっぱいの収穫体験となりました。ありがとうございました。 

学校応援団（三味線）の皆様にお世話になり、5 年生は伝統の
三味線練習を約２か月間頑張ってきました。その成果を、市民
文化祭（三郷市文化会館）で発表しました。5 年生の堂々とし
た発表、観客の皆様の大きな拍手がとても印象的でした。 

 県民の日における「学校閉庁日」について １１月１日は「彩の国教育の日」
 

ケアラーとは、家族などの身近な人に対して、無償で介護、看護、日
常生活上のお世話や援助をしている方です。ケアラーのうち１８歳未満
をヤングケアラーと定義しています。 
単身世帯の増加や核家族化の進行など、家族構成が大きく変わりつ

つあります。一方、社会においては「家族が介護するのは当たり前」とい
った考え方が根強く存在しています。そのため、ケアラーが孤立し、悩み
を周囲に相談できない状況となっています。ケアラーが孤立することの
ないように、誰もがケアラー支援の必要性などを理解し、社会全体で見
守り、支えていくことが必要です。 
県では 11月を「ケアラー月間」と定め、集中的な 

広報啓発に取り組んでいます。 

※詳しくは県ＨＰをご覧ください。   【県 HP QR コード】⇒ 

１１月１４日（火）は、県民の日で学校はお休みです。それに伴い、

学校は閉庁日となり、教職員の勤務しない日となります。 

児童と教職員の心身のリフレッシュを図るとともに、ご家庭でのふ

れあいや地域活動への参加のよい機会とし、 

健康の保持増進を図る日としましょう。 

お子さん等が事故や災害に遭うなど、緊急 

に連絡を要する場合には、三郷市教育委員会 

へ連絡してください。 

（三郷市教育委員会 048-953-1111市役所代表） 

県では、教育に関する理解を深めていただくため、11月1日を「彩の国

教育の日」、11月1日から7日までを「彩の国教育週間」としています。 

期間中は、県や市町村、学校、社会教育施設、各種団体等で、学校

公開や親子向け体験教室などの事業が多数実施されます。 

この機会に、事業へ参加して理解を深め、身近な人と「自然」「人」

「本」「家族」「地域」の大切さや思い出について語り合ってみませんか。 

詳しくは県ホームページを御覧ください。 
 
問合せ：埼玉県教育局生涯学習推進課 

（TEL 048-830-6972） 

彩の国教育の日 検 索 


